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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第53期

第３四半期
連結累計期間

第54期
第３四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高 （百万円） 38,650 37,001 54,991

経常利益 （百万円） 3,661 855 5,076

四半期（当期）純利益

（△は損失）
（百万円） 1,435 △212 1,835

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,917 486 2,725

純資産額 （百万円） 36,824 36,829 37,663

総資産額 （百万円） 50,508 53,404 56,376

１株当たり四半期（当期）

純利益（△は損失）
   39円03銭　   △5円78銭　   49円93銭　

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
 － － －

自己資本比率 （％） 69.7 65.3 63.9

　

回次
第53期

第３四半期
連結会計期間

第54期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益    7円43銭　   1円05銭　

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、第53期第３四半期連結累計期間及び第53期について

は、潜在株式が存在しないため、第54期第３四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）が営む事業の内

容について、重要な変更はありません。

なお、第２四半期連結会計期間において、新たにINFOTRACK TELEMATICS PTE.LTD.及びその子会社であるINFOTRACK

TELEMATICS PRIVATE LIMITED（平成25年８月５日付で、CERT INFOTRACK TELEMATICS PRIVATE LIMITEDより商号変

更）が地図データベース関連事業の連結子会社となりました。

また、地図データベース関連事業とその他に区分しております大計数据処理（深圳）有限公司（連結子会社）は、

平成25年８月27日開催の董事会において解散決議を行い、清算手続中であります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当第３四半期連結累計期間の状況の分析は、次のとおりであります。なお、当第３四半期は、「第４ 経理の状

況」において四半期連結キャッシュ・フロー計算書を掲げていないため、キャッシュ・フローの状況に関する分析・

検討内容は記載しておりません。また、文中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当四半期連結

会計期間の末日現在において判断したものであります。

（1）重要な会計方針及び見積り

当社グループの四半期連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して

作成しております。この四半期連結財務諸表の作成にあたり、貸倒引当金、退職給付引当金、繰延税金資産の回

収可能性の検討等には、過去の実績や合理的な見積りを勘案した判断を必要としております。決算日における収

益及び費用並びに資産及び負債等の計上額にはこれらの見積り、将来の予測が含まれますが、実際の結果は、将

来の不確定な要因により異なる可能性があります。

（2）業績の状況

当第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）におけるわが国経済は、政府の各

種経済対策の効果が表れる中で、個人消費にも持ち直しの動きが見られるなど緩やかな回復基調で推移いたしま

した。また、海外では欧米経済の先行きに不透明感は残るものの、弱いながらも回復が期待されております。

　

このような環境の中、国内外のカーナビゲーション用データの販売が減少したことに加え、子会社の事業再編

などにより、売上高は37,001百万円（前年同期比1,648百万円減少、4.3％減）となりました。

損益面では、減収に加え、地図データベース関連事業に係る先行費用などにより、営業利益は613百万円（前

年同期比2,838百万円減少、82.2％減）、経常利益は855百万円（前年同期比2,806百万円減少、76.6％減）とな

りました。また、特別損益に固定資産除売却損益のほか、子会社整理損、事業再編損などを計上した結果、四半

期純損失は212百万円（前年同期比1,647百万円悪化）となりました。

従来の傾向では、当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第４四半期連結会計期間に売上が集中する

傾向にあります。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

　

（地図データベース関連事業）

当社グループの主力事業であります地図データベース関連事業につきましては、住宅地図データベースを活

用したGIS関連の売上は堅調に推移いたしました。しかしながら、国内カーナビゲーション用データの売上

は、国内新車販売におけるエコカー補助金の反動減に加え、軽自動車へのシフトの影響や、カーナビゲーショ

ンの低価格モデルへの構成変化などにより減少いたしました。また、海外カーナビゲーション用データの受注

が減少したことなどにより、当事業の売上高は31,693百万円（前年同期比1,108百万円減少、3.4％減）となり

ました。

損益面では、減収に加え、データベース整備やスマートフォン向けサービスに係る先行費用などにより、セ

グメント利益は380百万円（前年同期比2,810百万円減少、88.1％減）となりました。

　

（一般印刷関連事業）

一般印刷関連事業の売上高は2,913百万円（前年同期比17百万円減少、0.6％減）、セグメント利益は、原材

料の仕入単価減少などにより83百万円（前年同期比58百万円増加、232.5％増）となりました。
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（その他）

連結子会社におけるCAD受託処理業務の撤退に加え、セールスプロモーション商品の受注減などにより、売

上高は2,395百万円（前年同期比522百万円減少、17.9％減）、セグメント利益は35百万円（前年同期比85百万

円減少、70.7％減）となりました。

また、財政状態といたしましては、当第３四半期連結会計期間末の総資産については、ソフトウエアが1,092

百万円増加した一方、未払費用や設備投資に関する支払い等により現金及び預金が3,958百万円減少したこと

や、売上高の減少により受取手形及び売掛金が2,309百万円減少いたしました。その結果、総資産は、前連結会

計年度末に比べ2,972百万円（5.3％）減少し53,404百万円となりました。

負債については、運転資金として短期借入金が2,894百万円増加した一方、支払い等により、買掛金が788百万

円、未払費用が1,716百万円それぞれ減少したことや、納税等により未払法人税等が1,642百万円減少いたしまし

た。その結果、負債は、前連結会計年度末に比べ2,138百万円（11.4％）減少し16,575百万円となりました。

純資産については、少数株主持分が338百万円増加した一方、剰余金の配当1,102百万円や四半期純損失を212

百万円計上いたしました。その結果、純資産は、前連結会計年度末に比べ833百万円（2.2％）減少し36,829百万

円となりました。

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.4ポイント上

昇し、65.3％となりました。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は、次のとおりであります。　

　

① 基本方針

当社取締役会は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が

企業価値及び株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると

考えております。

また、当社取締役会は、株券等所有割合が３分の１以上となる当社株券等の買付行為（以下、かかる買付行為

を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が、ゼンリングルー

プの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、ゼンリングループの企業価値及び株主共同の利益を確保し、

又は向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行う必要があると考えております。

当社は創業以来、地図業界のリーディングカンパニーとして地図関連情報の提供を通じて、社会に貢献し続け

ることを活動の基本として事業を拡大してまいりました。ゼンリングループは、「知・時空間情報の創造により

人びとの生活に貢献します」を企業理念として掲げ、「Maps to the Future」のスローガンのもと、地図情報で

未来を創造していくことを使命として企業運営を行っております。そして、情報化社会の発展により地図情報に

求められる価値やニーズが大きく変化を続ける今、私たちは「より適した価値」を実現することで、「情報を地

図化する世界一の企業」となることを目指してまいります。

その結果として、企業価値の向上を図り、ゼンリングループが株主の皆様にとって魅力ある企業集団であるこ

とを目指すとともに、お客様及び従業員を大切にし、社会に貢献し続けていく企業集団でありたいと考えており

ます。

ゼンリングループは「キュレーション思考でより適した価値を実現する」ことを目指して、具体的な取り組み

を推進するために、2012年度から2015年度までの４ヵ年の中期経営計画「ZENRIN GROWTH PLAN 2015（以下、

ZGP2015）」を策定いたしました。

現在、地図情報を含めた様々な情報が、いつでも無料で取得できる環境が整う一方で、膨大な情報の中から、

消費者が自分にとって価値のある情報を手にいれることは非常に難しくなっております。そこで、ゼンリング

ループが地図情報を新しく編集しなおすことで、「より適した価値」を実現するキュレーター（※）となるため

に、ZGP2015では①既存・新規地図データベース（以下、ＤＢ）の用途開発による収益拡大、②「知のサイク

ル」適正化のための時空間ＤＢの構築、③固定費率低減のための生産性改善と構造改革の３つを基本構成とし

て、各種施策を実施し、収益を維持しながら持続的成長に向けて取り組んでまいります。
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ゼンリングループは、創業以来培った技術やノウハウを活かして、このような理念に基づくコンテンツの充実

や新たな事業領域開発に取り組み、会社と事業の変革を通じて市場の変化に対応しながら企業価値向上に努める

と同時に、ゼンリングループの地図関連情報は官公庁や公共的な企業においても活用されているという、高い公

共性も自負しております。加えて、当社は地域社会への貢献も企業の重要な役割と考え、地域事業への出資やス

ポーツ・文化活動の支援等を通じてその役割に取り組んでおります。

当社の経営においては、上記のような事業環境や事業特性並びに顧客や従業員、取引先等のステークホルダー

との関係に対する理解が必要不可欠であり、また、十分な理解なくしては、ゼンリングループの企業価値を適正

に把握することは困難であると考えます。

　

（※）キュレーター：一般的には博物館・美術館等の展覧会の企画を担う学芸員をさすが、現在ではインター

ネットの世界を中心に「情報を司る存在」として、必要な情報のみを選別するフィルタリ

ングを行い、有益な状態にして配信することをさす。　

 

② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社取締役会は、ゼンリングループの企業価値及び株主共同の利益を毀損する恐れのある大規模買付者は、当

社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えます。

このような不適切な大規模買付者に対しては、情報開示を積極的に求め、当社取締役会の判断、意見などとと

もに公表するなど、株主の皆様が適切な判断を行うための情報と時間の確保に努めるとともに、必要に応じて法

令及び定款の許容する範囲内において適切な対応をしてまいります。

　

③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記取組みは、企業価値及び株主共同の利益を確保又は向上させる目的をもってなされるものであり、基本方

針に沿うものです。

従いまして、これらの取り組みは基本方針に沿い、当社株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

（4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は404百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（5）主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、新たに確定した主要な設備の新設等の計画は、次のとおりであります。

会社名 事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの名称 設備の内容

投資予定額
(百万円) 完成予定

総額

提出

会社

制作本部、開発本部他

（北九州市戸畑区）

地図データベース

関連事業

ゼンリンテクノセンター

増改築工事　
2,672 平成26年９月

（注）上記の増改築工事に伴う既存設備の除却を平成26年８月に予定しております。なお、除却する設備等の前

連結会計年度末の帳簿価額は264百万円であります。
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（6）資本の財源及び資金の流動性

① 資金需要

当社グループの資金需要は、運転資金としては、各種地図データベースの構築のための調査業務費用などがあ

り、設備投資資金としては、主に各種データベース製作システムやソフトウエアプログラムなどへの投資があり

ます。

② 財政政策

　当社グループは、現在及び将来の事業活動のために適切な水準の流動性維持及び、効率的な資金の確保を最優

先としております。これに従い、営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めると共に、内部資金を効率的

に活用しております。また、不足する資金は必要に応じて適切な時期に資金調達を実施し、財務活動による

キャッシュ・フローにより補填しております。

 運転資金等の短期的な不足資金は、複数の金融機関より確保している融資枠からコスト面を考慮し１年以内の

借入金で、また、設備投資資金等の長期的な不足資金は、ファイナンス・リースの活用や安定性を重視した固定

金利の長期借入金で調達しております。

　以上のことから、当社グループの今後の事業活動に必要な運転資金及び設備投資資金を確保することが可能と

考えております。

（7）経営者の問題認識と今後の方針について

　「（3）事業上及び財務上の対処すべき課題」に記載のとおり重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 134,000,000

第１種優先株式 67,000,000

計 134,000,000

（注）当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式134,000,000株、第１種優先株式67,000,000株であり、

合計では201,000,000株となりますが、発行可能株式総数は134,000,000株とする旨定款に規定しておりま

す。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されており

ません。

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月３日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,200,910 38,200,910

東京証券取引所

市場第一部　
　
福岡証券取引所

単元株式数は100株

であります。

計 38,200,910 38,200,910 － －

（注）当社定款に第１種優先株式を発行することができる旨規定しておりますが、この四半期報告書提出日現在、

発行した第１種優先株式はありません。

　　　なお、当社定款に規定している第１種優先株式の内容は、次のとおりであります。

１ 第１種優先配当等　（第12条の２）

（1）当会社は、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以

下「普通登録株式質権者」という。）に対して剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の

最終の株主名簿に記載又は記録された第１種優先株式の株主（以下「第１種優先株主」という。）又

は第１種優先株式の登録株式質権者（以下「第１種優先登録株式質権者」という。）に対し、当該配

当に先立ち、第１種優先株式１株につき、当該配当において普通株式１株に対して交付する金銭の額

又は金銭以外の財産の価額に、第１種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める一定率（100

パーセントを下限とし、125パーセントを上限とする。）を乗じた額又は価額（小数部分が生じる場

合、当該小数部分については、第１種優先株式の発行に先立って取締役会が定める額とする。）の剰

余金の配当（以下「第１種優先配当」という。）を行う。ただし、第１種優先配当の計算の結果、算

出された額又は価額が当社定款第12条の２第２項に定める第１種無配時優先配当の額に満たない場

合、第１種無配時優先配当をもって第１種優先配当とする。

（2）当会社は、毎事業年度の末日、毎年９月30日その他の取締役会が定める日の最終の株主名簿に記載又

は記録された普通株主又は普通登録株式質権者に対して剰余金の配当を行わないときは、当該株主名

簿に記載又は記録された第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先株式１株

につき、第１種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める額の剰余金の配当（以下「第１種

無配時優先配当」という。）を行う。

（3）第１種優先配当又は第１種無配時優先配当の全部又は一部が行われなかったときは、当会社は、その

不足額を累積し、当社定款第12条の２第１項又は第２項に規定するときにおいて、当該配当に係る基

準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、

第１種優先配当又は第１種無配時優先配当に先立ち、累積した不足額の剰余金の配当（以下「第１種

累積未払配当」という。）を行う。

（4）当会社は、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配当、第１種無配時優

先配当及び第１種累積未払配当以外の剰余金の配当を行わない。

 

２ 第１種優先株主に対する残余財産の分配　（第12条の３）

（1）当会社の残余財産を分配するときは、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者に対して、普通

株主又は普通登録株式質権者に先立って、当社定款第12条の２第３項に規定する不足額を支払う。

（2）当会社は、当社定款第12条の３第１項に規定する場合には、第１種優先株主又は第１種優先登録株式

質権者に対して、当社定款第12条の３第１項の規定による支払いのほか、普通株主又は普通登録株式

質権者に対して交付する残余財産の価額に相当する金銭を支払う。 
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３ 議決権　（第12条の４）
第１種優先株主は、全部の事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、過
去２年間において、法令及び本定款に従って第１種優先配当又は第１種無配時優先配当を行う旨の決議
が行われなかったときは、第１種優先配当又は第１種無配時優先配当の支払いが行われるまでの間は、
この限りでない。 

 
４ 種類株主総会　（第12条の５）
（1）当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めある場合

を除くほか、第１種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
（2）当社定款第14条の規定は、定時株主総会において決議する事項が、当該決議のほか、種類株主総会の

決議を必要とする場合における当該種類株主総会に準用する。
（3）当社定款第15条、第16条、第18条及び第19条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。
（4）当社定款第17条第２項の規定は、会社法第324条第２項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用

する。
 

５ 普通株式を対価とする取得条項　（第12条の６）
（1）当会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める日（取締役会が、それ以前の日を

定めたときは、その日）の到来をもって、その日に残存する第１種優先株式の全部を取得し、当会社
はこれと引換えに、第１種優先株式１株につき当会社の普通株式１株を第１種優先株主に交付する。

① 当会社が消滅会社となる合併、完全子会社となる株式交換又は株式移転（当会社の単独による株式移
転を除く。）に係る議案が全ての当事会社の株主総会（株主総会の決議を要しない場合は取締役会）
で承認された場合
当該合併、株式交換又は株式移転の効力発生日の前日

② 当会社が発行する株式を対象とする公開買付けが実施された結果、公開買付者の株券等所有割合が50
パーセント超となった場合
当該株券等所有割合が記載された公開買付報告書が提出された日から90日目の日
なお、本号において「公開買付け」とは金融商品取引法第27条の３第１項に定める公開買付けを、
「株券等所有割合」とは金融商品取引法第27条の２第１項第１号に定める株券等所有割合を、「公
開買付者」又は「公開買付報告書」とは金融商品取引法第２章の２第１節に定める公開買付者又は
公開買付報告書をいう。

（2）当会社は、第１種優先株式を上場している金融商品取引所が、当会社の第１種優先株式を上場廃止と
する旨の発表をした場合には、取締役会が定める日の到来をもって、その日に残存する第１種優先株
式の全部を取得し、当会社はこれと引換えに、第１種優先株式１株につき当会社の普通株式１株を第
１種優先株主に交付する。

 
６ 株式の分割、株式の併合等　（第12条の７）
（1）当会社は、株式の併合をするときは、普通株式及び第１種優先株式ごとに同時に同一割合でする。
（2）当会社は、株式の分割又は株式無償割当てをするときは、以下のいずれかの方法によりする。

① 普通株式及び第１種優先株式の双方について、株式の分割を、同時に同一の割合でする。
② 普通株式又は第１種優先株式のいずれかについて株式の分割をし、株式の分割をしない種類の株式を

有する株主又は登録株式質権者には株式の分割をする種類の株式を株式の分割と同時に同一の割合で
割当てる株式無償割当てをする。

③ 普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式の株式無償割当てを、第１種優先株主又は第１種優先
登録株式質権者には第１種優先株式の株式無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合でする。

（3）当会社は、当会社の株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式の
割当てを受ける権利を、第１種優先株主には第１種優先株式の割当てを受ける権利を、それぞれ同時
に同一の割合で与える。

（4）当会社は、当会社の株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通
株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、第１種優先株主には第１種優先株式を目的と
する新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一の割合で与える。

（5）当会社は、新株予約権無償割当てをするときは、普通株主又は普通登録株式質権者には普通株式を目
的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者には
第１種優先株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てを、それぞれ同時に同一の割合です
る。

（6）当会社は、株式移転をするとき（他の株式会社と共同して株式移転をする場合を除く。）は、普通株
主又は普通登録株式質権者には普通株式に代えて株式移転設立完全親会社の発行する普通株式と同種
の株式を、第１種優先株主又は第１種優先登録株式質権者には第１種優先株式に代えて株式移転設立
完全親会社の発行する第１種優先株式と同種の株式を、それぞれ同一の割合で交付する。

（7）当会社は、単元株式数について定款の変更をするときは、普通株式及び第１種優先株式のそれぞれの
単元株式数について同時に同一の割合でする。

（8）当社定款第12条の７の規定は、現に第１種優先株式を発行している場合に限り適用される。
 

７ その他の事項　（第12条の８）
当会社は、当社定款第12条の２乃至７に定めるほか、第１種優先株式に関する事項について、これを第
１種優先株式の発行に先立って取締役会の決議で定める。
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（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年10月１日～

平成25年12月31日
－ 38,200 － 6,557 － 13,111

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成25年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式  1,435,200
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 36,643,000 366,430 －

単元未満株式 普通株式   122,710 －
１単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数           38,200,910 － －

総株主の議決権 － 366,430 －

（注）１　当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は1,785,734株となっております。

２　「完全議決権株式（その他）」欄には証券保管振替機構名義の株式が5,300株（議決権の数53個）含ま

れております。

なお、第２四半期会計期間末日現在で、上記のほかに、会計上の自己株式と認識しておりました「野村信託

銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）」保有の当社株式は、当第３四半期会計期間末日現在で

は、すべて従業員持株会へ売却されております。　
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②【自己株式等】

 平成25年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

株式会社ゼンリン

北九州市小倉北区室町

一丁目１番１号
1,435,200 － 1,435,200 3.75

計 － 1,435,200 － 1,435,200     3.75

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数は1,785,734株となっております。

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,267 4,309

受取手形及び売掛金
※2 11,995 ※2 9,685

電子記録債権 － 22

有価証券 51 －

たな卸資産
※1 1,448 ※1 1,590

その他 2,501 3,053

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 24,256 18,652

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,367 3,987

土地 8,326 8,219

その他（純額） 2,822 4,283

有形固定資産合計 15,516 16,489

無形固定資産

のれん － 276

ソフトウエア 7,229 8,322

その他 3,316 3,562

無形固定資産合計 10,546 12,160

投資その他の資産

投資有価証券 3,202 3,419

その他 2,965 2,810

貸倒引当金 △111 △128

投資その他の資産合計 6,057 6,101

固定資産合計 32,120 34,751

資産合計 56,376 53,404
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,472 1,684

短期借入金 1,869 4,764

未払費用 3,759 2,042

未払法人税等 1,797 155

役員賞与引当金 161 38

その他 4,462 3,460

流動負債合計 14,523 12,144

固定負債

長期借入金 943 1,428

退職給付引当金 1,561 1,547

役員退職慰労引当金 133 127

その他 1,552 1,326

固定負債合計 4,190 4,430

負債合計 18,713 16,575

純資産の部

株主資本

資本金 6,557 6,557

資本剰余金 13,111 13,111

利益剰余金 18,892 17,577

自己株式 △2,323 △2,500

株主資本合計 36,237 34,746

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 128 296

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 △341 △190

その他の包括利益累計額合計 △213 106

少数株主持分 1,639 1,977

純資産合計 37,663 36,829

負債純資産合計 56,376 53,404
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 38,650 37,001

売上原価 21,799 22,672

売上総利益 16,850 14,329

販売費及び一般管理費 13,399 13,715

営業利益 3,451 613

営業外収益

受取利息 9 9

受取配当金
※1 132 ※1 77

持分法による投資利益 － 3

不動産賃貸料 108 104

その他 158 143

営業外収益合計 409 338

営業外費用

支払利息 23 21

貸与資産減価償却費 19 18

為替差損 1 38

持分法による投資損失 143 －

その他 11 17

営業外費用合計 199 96

経常利益 3,661 855

特別利益

固定資産売却益 － 98

投資有価証券売却益 25 －

特別利益合計 25 98

特別損失

固定資産除売却損 28 139

関係会社株式売却損 － 46

投資有価証券評価損 23 2

関係会社株式評価損 － 29

子会社整理損
※3 19 ※3 120

事業再編損 －
※4 50

ゴルフ会員権評価損 8 －

特別損失合計 80 388

税金等調整前四半期純利益 3,607 566

法人税、住民税及び事業税 1,143 747

法人税等調整額 535 △325

法人税等合計 1,678 421

少数株主損益調整前四半期純利益 1,928 144

少数株主利益 493 356

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,435 △212
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,928 144

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18 196

繰延ヘッジ損益 － 0

為替換算調整勘定 6 151

持分法適用会社に対する持分相当額 △35 △6

その他の包括利益合計 △10 342

四半期包括利益 1,917 486

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,405 107

少数株主に係る四半期包括利益 511 378
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

INFOTRACK TELEMATICS PTE.LTD.の株式取得に伴い、第２四半期連結会計期間より、同社及びその子会社であ

るINFOTRACK TELEMATICS PRIVATE LIMITEDを連結の範囲に含めております。

（会計上の見積りの変更）

（耐用年数の変更）

当社が保有するゼンリンテクノセンター（北九州市戸畑区）は、平成26年９月を工事完了月として増改築を

行っており、これに伴い、除却が見込まれる「建物及び構築物」の耐用年数を、第２四半期連結会計期間より除

却予定月である平成26年８月までの期間に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ83百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

（追加情報）

（信託型従業員持株インセンティブ・プラン）

当社は平成22年５月７日開催の取締役会において、当社グループ従業員に対する当社の中長期的な企業価値向

上のインセンティブ付与と、株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展

を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（以下、本プラン）」の導入を決議いた

しました。

本プランでは、当社従業員持株会へ当社株式を譲渡していく目的で設立する「野村信託銀行株式会社（ゼンリ

ン従業員持株会専用信託口）」（以下、従持信託）が、信託期間で当社従業員持株会が取得する規模の株式を予

め一括して取得し、当社従業員持株会へ売却を行います。

当社株式の取得及び処分については、当社が従持信託の債務を保証しており、経済的実態を重視した保守的な

観点から、当社と従持信託は一体であるとする会計処理をしております。

従いまして、従持信託が保有する当社株式や従持信託の資産及び負債並びに費用及び収益については、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書に含めて計上しております。

なお、平成25年12月で従持信託が保有する当社株式をすべて売却したため、本プランは終了いたしました。

また、前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間の末日現在の自己株式数は、次のとおりであ

ります。

　

　
前第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

自己株式数 1,612,655株 1,785,734株

うち当社保有自己株式数 1,434,255株 1,785,734株

うち従持信託保有当社株式数 178,400株 －株
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１　たな卸資産より直接控除している単行本在庫調整引当金の額

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

たな卸資産（製品） 403百万円 485百万円

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

受取手形 36百万円 27百万円

（四半期連結損益計算書関係）

※１　受取配当金に含まれる「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）」が保有する当社株

式に係る利益配当金の額

　
前第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年12月31日）

受取配当金 9百万円 3百万円

　

２　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累計

期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

当社グループの売上高は、季節的変動が著しく、第４四半期連結会計期間に売上が集中する傾向にあり

ま　す。

※３　子会社整理損

前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

連結子会社であった㈱ノッキングオンの解散に伴う損失であります。

 

当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

連結子会社である大計数据処理（深圳）有限公司の解散に伴う損失であります。なお、同社は平成25年

８月27日開催の董事会において解散決議を行い、清算手続中であります。

※４　事業再編損

当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

連結子会社である上海大計数据処理公司におけるCAD受託処理業務の撤退に伴う損失であります。

　

なお、前第３四半期連結累計期間については、該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれん

の償却額は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

減価償却費 2,768百万円 3,340百万円

のれんの償却額 32百万円 14百万円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月15日

定時株主総会
普通株式 551 15.0

平成24年

３月31日

平成24年

６月18日
利益剰余金

平成24年10月31日

取締役会
普通株式 551 15.0

平成24年

９月30日

平成24年

12月４日
利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月14日

定時株主総会
普通株式 551 15.0

平成25年

３月31日

平成25年

６月17日
利益剰余金

平成25年10月31日

取締役会
普通株式 551 15.0

平成25年

９月30日

平成25年

12月３日
利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）

合計地図データ
ベース関連事

業

一般印刷
関連事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 32,801 2,930 35,732 2,917 38,650

セグメント間の内部売上高

又は振替高
49 226 275 181 456

計 32,851 3,156 36,008 3,098 39,107

セグメント利益又は損失(△) 3,191 25 3,216 121 3,337

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない仕入商品販売、CAD受託処理及びインターネットを

中心とした広告配信などの事業活動を含んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 3,216

「その他」の区分の利益 121

セグメント間取引消去 113

四半期連結損益計算書の営業利益 3,451

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）

合計地図データ
ベース関連事

業

一般印刷
関連事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 31,693 2,913 34,606 2,395 37,001

セグメント間の内部売上高

又は振替高
55 236 291 104 396

計 31,748 3,150 34,898 2,499 37,398

セグメント利益又は損失(△) 380 83 463 35 499

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない仕入商品販売及びCAD受託処理などの事業活動を含

んでおります。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

　 （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計 463

「その他」の区分の利益 35

セグメント間取引消去 114

四半期連結損益計算書の営業利益 613

３．報告セグメントの変更等に関する事項
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（耐用年数の変更）

「会計上の見積りの変更」に記載のとおり、当社が保有するゼンリンテクノセンターの増改築工事によ

り除却が見込まれる資産について、第２四半期連結会計期間より、耐用年数を変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、「地図データベー

ス関連事業」で83百万円減少しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益

又は１株当たり四半期純損失（△）
39円03銭 △5円78銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益

又は四半期純損失（△）（百万円）
1,435 △212

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益

又は四半期純損失（△）（百万円）
1,435 △212

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,767 36,701

（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、前第３四半期連結累計期間については、潜在株式が存在

しないため、当第３四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため、記載しておりません。

２　普通株式の期中平均株式数には、「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託口）」が

保有する自己株式が含まれております。
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（重要な後発事象）

当社は、平成26年１月24日開催の取締役会において、㈱ゼンリンデータコム（連結子会社）を存続会社、㈱ゼ

ンリンプロモ（連結子会社）を消滅会社とする吸収合併を行うことを決議いたしました。

今後、㈱ゼンリンデータコム及び㈱ゼンリンプロモは、合併契約を締結のうえ、平成26年２月17日開催の両社

における臨時株主総会で、合併契約承認の決議を行う予定であります。

　

共通支配下の取引等

１．取引の概要

(1）結合当事企業の名称及びその事業の内容

企業の名称　㈱ゼンリンデータコム

事業の内容　モバイル端末向け地図情報配信サービス、インターネットサービス向け地図データ提供

企業の名称　㈱ゼンリンプロモ

事業の内容　セールスプロモーション事業

(2）企業結合日

平成26年４月１日

(3）企業結合の法的形式

㈱ゼンリンデータコムを存続会社、㈱ゼンリンプロモを消滅会社とする吸収合併

(4）結合後企業の名称

㈱ゼンリンデータコム

(5）その他取引の概要に関する事項

不採算事業からの撤退と子会社の集約により、当社グループにおける連結経営体制の合理化と経営資源の

集中を図ることを目的としております。

２．実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づき、

共通支配下の取引として会計処理を実施いたします。

２【その他】

平成25年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(1) 中間配当による配当金の総額……………………551百万円

(2) １株当たりの金額…………………………………15円00銭

(3) 支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年12月３日

（注）１　平成25年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

２　中間配当による配当金の総額については、「野村信託銀行株式会社（ゼンリン従業員持株会専用信託

口）」に対する配当金０百万円を含めて記載しております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

　 　平成２６年１月３１日

株 式 会 社　　ゼ　ン　リ　ン 　 　

　取 　締 　役　 会　　御　中 　 　

 有限責任監査法人　ト ー マ ツ  

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 磯　俣　克　平　　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺　田　篤　芳　　㊞

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 室　井　秀　夫　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼン

リンの平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２５年１０月

１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年１２月３１日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゼンリン及び連結子会社の平成２５年１２月３１日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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